様式―１２

雨水貯留浸透施設の管理実施計画書
　　年　　月　　日
大　和　市　長　あて
　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者（土地所有者）

住　　　所：
氏　　　名：
連　絡　先：　　　　　　　　　　　　担当者（　　　　）
管理受託者（外部委託を行っている場合）
住　　　所：
氏　　　名：
連　絡　先：　　　　　　　　　　　　担当者（　　　　）
	　特定都市河川浸水被害対策法第３条により特定都市河川流域の指定を受けた
	境　川
	流域において、

	
	引地川
	

	
	法第３０条「雨水浸透阻害行為の許可」
	に基づく対策工事として設置した雨水貯留浸透施設の機能を

	
	法第３５条「雨水浸透阻害行為の協議」
	

	十分に発揮・維持させるため、次のとおり管理を実施します。


第１条　この管理実施計画書における雨水貯留浸透施設は、雨水浸透阻害行為による流出雨量の増加を抑制することを目的とした
　□雨水を一時的に貯留するための雨水調整池です。（　　　　　基）
　□雨水を一時的に貯留するための雨水貯留施設です。（　　　　　基）
　□雨水を浸透させるための雨水浸透施設です。（浸透桝　　　　　基、浸透トレンチ　　　　　ｍ）
　□その他浸透施設（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
第２条　雨水貯留浸透施設の所在は次のとおりです。
大和市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
第３条　雨水貯留浸透施設の管理者は、施設の存続期間中、別表に示す施設内外の点検ならびに必要に応じて清掃、修繕工事等を行い、施設の維持管理に努めその機能を維持します。
２　雨水浸透阻害行為の区域内に設置された雨水排水設備は、雨水貯留浸透施設に接続し、その機能を十分に発揮するものとします。
第４条　雨水貯留浸透施設の管理者を変更する場合や管理者を複数に分割する場合は、新たな管理者が当該施設の維持管理を引き継ぐものとします。
２　雨水貯留浸透施設のうち、雨水調整池と雨水貯留施設については、あらたに管理実施計画書を作成し、大和市長へ届け出るものとします。
第５条　雨水貯留浸透施設の機能を損なう恐れのある次の行為を行う場合には法第３９条に基づき　あらかじめ大和市長の許可を得るものとします。
　・雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋め立て
　・雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築
　・雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除去
　・そのほか雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害する恐れのある行為
第６条　宅地又は、建物の売買にあたっては宅地建物取引業法に基づく手続きの際に、雨水貯留浸透　施設の機能を阻害する恐れのある行為（法第３９条）を行う場合は許可が必要であること、および　　標識の移転等の行為（法第３８条第５項）を行う場合は標識設置者の承諾が必要であることを重要　事項説明（宅地建物取引業法第３５条）に明記するものとします。
第７条　対策工事に伴い設置する雨水貯留浸透施設の存在と維持管理者を示す標識を保全します。
万が一、標識が破損している場合は標識設置者に連絡します。
別表
	分　　　　類
	作　　業　　内　　容
	頻　　　　度

	点検作業
	定期点検
	・破損、陥没、変形、蓋のずれ等の状況確認
・ゴミ、土砂、枯れ葉等の堆積状況確認
・樹根の進入状態の確認
	年１回以上

	
	緊急点検
	・点検内容は定期点検と同様
	地震時

	
	機能点検
	・機能の評価（簡易浸透試験）
	定期点検の結果より必要に応じて代表施設で実施

	清掃・修繕工事等
	清掃・土砂搬出等
	・清掃、樹根の撤去
・土砂搬出等の通常の清掃作業
	点検作業で必要が認められた場合に実施

	
	修繕・補修工事等
	・破損、陥没箇所及び劣化損耗箇所の補修・修繕
・改良工事
	

	
	機能回復作業
	・透水シートの交換洗浄・砕石の人力による洗浄又は高圧洗浄
	


